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-------------------------------------------------------------------------------------- 

「令和７年版 労働経済白書」が公表され 

ました 

厚生労働省は「令和７年版 労働経済の分析」

（労働経済白書）を公表しました。労働経済白書

は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課

題について、統計データを活用して分析する報

告書です。今回の白書の主なポイントをご紹介

します。 

◆労働経済の推移と特徴 

2024 年の雇用情勢は昨年に続き改善し、失

業率や求人倍率は横ばいでした。労働力人口

や就業者数は過去最高を記録し、現金給与総

額は４年連続で増加、実質賃金も一般・パートと

もにマイナスを脱しました。 

◆持続的な経済成長に向けた課題 

日本では 1990 年代以降、実質労働生産性の

実質ＧＤＰ成長率への寄与が低下しています。

無形資産投資、特に非製造業のソフトウェア投

資が米欧に比べて低迷しており、ＡＩやソフトウェ

アによる業務効率化、省力化が急務です。医

療・福祉・サービス業など、高齢化で需要が増え

る分野の生産性向上も重要課題です。 

◆社会ｲﾝﾌﾗを支える職業の人材確保に向けて 

医療・福祉、保安、運輸、販売など生活に直

結する職業（社会インフラ関連職）の人材不足

は経済活動に影響します。これらの職種を支え

るため、スキルや経験に応じて段階的に賃金が

上がる「キャリアラダー」の導入が必要です。 

◆企業と労働者の関係性の変化や労働者の意

識変化に対応した雇用管理 

転職者が増え、生え抜き社員の割合は減少し

ています。若年層ほど賃金や自己成長を重視し、

働きやすい職場への継続就業希望が高い傾向

があります。企業は賃金や福利厚生だけでなく、

賃金以外の労働条件の改善や働きやすい職場

環境整備など、多様な働き方を可能とする柔軟

な雇用管理を行うことが重要です。 

 

インフルエンザ予防接種を福利厚生で行

う際の留意点 

◆インフルエンザが流行シーズンに突入 

厚生労働省は３日、令和７年第 39 週の定点

当たり報告数が 1.00 を上回り、インフルエンザが

流行シーズンに入ったことを発表しました。例年

より２カ月ほど流行入りが早いことや、昨年の報

告数が統計史上最多となった原因として、ワクチ

ン接種率の低下が指摘されていることから、早

めの予防接種を推奨することが望ましいと考え

られます。 

◆インフルエンザワクチンについて 

毎年の予防接種では、国内・国外の動向を鑑

みて流行すると予測された型のワクチンが使用

されます。今年度から、日本で使用されるワクチ

ンが４価から３価へと変更されました。これは世

界的に検出されていないウイルス株であるＢ／

山形系統を除くとしたＷＨＯの方針に基づいた

決定です。インフルエンザワクチンの研究も進ん

でおり、昨年に製造販売が承認されたワクチンも

あるので、専門家と相談して予防接種に使用す

るワクチンを選択しましょう。 

◆留意点 

予防接種の費用を会社で負担した場合、著し
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く高額ではなく、業務上必要であり、従業員全員

を対象としている場合は福利厚生費として経理

処理できます。 

しかし、予防接種を強制することはできないこ

とに注意が必要です。インフルエンザ予防接種

は法的な強制力がなく、会社が接種を強制する

ことはパワハラ問題に繋がりかねません。また、

アレルギーや既往症等による副反応のリスクも

あるため、推奨制度を作成する場合はパワハラ

防止の周知を含めたトラブル対策を講じましょう。 

コロナウイルス等の他の感染症も警戒する必

要もありますが、マスクの着用や手洗いといった

生活習慣による予防にも限界があります。感染

による業務停滞を防ぐには、会社がインフルエン

ザ予防接種を推奨することも重要です。 

 

健康保険の被扶養者認定は令和８年４月

から労働契約内容で年間収入を判定 

健康保険の被扶養者としての届出に係る者

（以下「認定対象者」という。）の年間収入につい

ては、認定対象者の過去の収入、現時点の収

入または将来の収入の見込みなどから、今後１

年間の収入の見込みにより判定されていました

が、令和８年４月からは、就業調整対策の観点

から、被扶養者認定の予見可能性を高めるた

め、次のとおり、労働契約段階で見込まれる収

入を用いて被扶養者の認定を行うこととされまし

た。 

◆労働契約で定められた賃金（労働基準法第

11条に規定される賃金をいい、諸手当および

賞与も含まれる。）から見込まれる年間収入

が 130万円（認定対象者が 60歳以上の者で

ある場合または概ね厚生年金保険法による

障害厚生年金の受給要件に該当する程度の

障害者である場合にあっては、180万円。認

定対象者（被保険者の配偶者を除く。）が 19

歳以上 23 歳未満である場合にあっては 150

万円）未満であり、かつ、他の収入が見込ま

れず、 

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属

している場合には、被保険者の年間収入の

２分の１未満であると認められる場合 

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属

していない場合には、被保険者からの援助

に依る収入額より少ない場合 

には、原則として、被扶養者に該当するものと

して取り扱う。 

◆労働契約の内容によって被扶養者の認定を

行う場合は、労働基準法第 15 条の規定に基

づき交付される「労働条件通知書」（以下「通

知書」という。）等の労働契約の内容が分かる

書類の添付および当該認定対象者に「給与

収入のみである」旨の申立てを求めることによ

り確認する。具体的には、通知書等の賃金を

確認し、年間収入が 130万円未満（一定の場

合は 180万円または 150万円未満）である場

合には、原則として被扶養者として取り扱う。

なお、労働契約の更新が行われた場合や労

働条件に変更があった場合（以下「条件変

更」という。）には、当該内容に基づき被扶養

者に係る確認を実施することとし、条件変更

の都度、当該内容が分かる書面等の提出を

求める。 

 

11 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

17日 

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書（10

月 31 日の現況）の提出［税務署］ 

12月 1 日 

○ 個人事業税の納付＜第２期分＞［郵便局ま

たは銀行］ 

○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞

［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞ 

［公共職業安定所］ 


